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農作業安全対策については、国、都道府県、市町村、関係団体等の連携の下、従

来より農作業事故ゼロ運動の推進、研修会・講習会の開催等安全啓発に係る様々な

取組を行ってきたところである。

しかしながら、就業人口当たりの労働災害による死亡事故発生件数は、ほとんど

の産業において減少傾向にある中、農業は増加傾向にあり、その水準も全産業平均

の３倍強となっている。また、６５歳以上の高齢農業者による事故が全体の約７割

を占めており、その件数は年々増加している。

特に、今般、取りまとめ・公表を行った平成１６年の農作業死亡事故件数につい

ては、４１３件と前年より１５件増加し、昭和４９年以降で最多の件数となってい

る。

こうした実態を踏まえ、全国段階では、高齢農業者事故の低減に重点をおいて、

推進会議の開催や啓発資料の作成、先進的な事例の収集、安全研修の充実等の取組

を推進することとしているところであるが、農作業事故を着実に減らしていくため

には、各地域において、事故の実態に即した、効果的な対策を講じていくことが重

要である。

ついては、地域段階において、下記の事項に留意の上、農作業事故防止に向けた

取組を推進するよう、管内県への周知をお願いする。

記

１ 都道府県における必要な予算の確保

農作業安全に係る国の補助金が平成１８年度に税源移譲された経緯も踏まえ、

農作業安全の確保に向けた２から４までの取組に必要な予算の確保に取り組むこ

と。

２ 農作業安全に係る指導者の育成・確保

農作業事故の実態を踏まえた安全な農作業の実施方法等について、的確に農業

者に伝達するため、各地域における農作業安全に係る指導者の育成・確保を図る



こと。その際、必要に応じて、農林水産省農業技術研修館で実施する指導者育成

研修等の活用も検討すること。

３ 農作業現場における安全啓発体制の強化

農繁期における農作業事故ゼロ運動をはじめとした農業者への安全意識の浸透

のための取組を引き続き推進すること。さらに、農作業の現場において安全な作

業方法等について助言・指導を行うことができる農業機械士（特定高性能農業機

械の導入に関する計画の策定及びその取扱いについて（平成１６年３月３１日付

け１５生産第８３９３号経営局長、農村振興局長、生産局長通知）１－２－３に

規定する農業機械士をいう ）及び農作業現場環境改善の推進、農作業安全指導。

の徹底等を行う農作業保安指導員（強い農業づくり交付金実施要領の一部改正に

ついて（平成１８年３月３１日付け１７生産第８５６７号大臣官房国際部長、総

合食料局長、生産局長、経営局長通知）による改正前の強い農業づくり交付金実

施要領（平成１７年４月１日付け１６生産第８２６２号大臣官房国際部長、総合

食料局長、生産局長、経営局長通知）別記のⅡの第１の１の（９）の農作業保安

指導員をいう ）の一層の活用を図ること。。

４ 高齢者事故防止に向けた対策の重点化

農作業死亡事故は年齢層が高くなるほどその発生率が高くなる傾向があり、農

業者の高齢化が年々進展していることを踏まえ、高齢農業者向けの啓発資料の作

成及び配布、講習会の開催等、高齢農業者による事故の防止に重点をおいた取組

を推進すること。

５ 安全性の高い農業機械の導入

これまで、補助事業の採択等を通じ、安全性の高い農業機械の普及を推進して

きたところであるが、今後は、補助事業を活用しない機械(中古機械を含む。)の

導入に際しても、型式検査（農業機械化促進法（昭和２８年法律第２５２号）第

６条第２項に規定する型式検査をいう ）及び安全鑑定（生物系特定産業技術研。

究支援センター農業機械安全鑑定要領（平成１５年１０月１日付け１５生研セ第

３２号）に基づく鑑定をいう ）の趣旨や安全キャブ及び安全フレームの装着効。

果の周知等を通じ、安全性の高い機械が選択されるよう、農業者等への啓発・指

導を推進すること。




